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告 示 

鳥取県告示第575号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）

第14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）の規定に基づき、医療機関を指定したので、生活保護法第

55条の３（中国残留邦人等支援法第14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）の規定により次のとおり

告示する。 

  平成27年８月18日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

名称 所在地 指定年月日 

神鳥眼科医院 米子市博労町四丁目331 平成27年７月１日 

くにたけ歯科クリニック 東伯郡琴浦町八橋79－９ 平成27年７月６日 

                                                    

鳥取県告示第576号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第67条第１項第１号に掲げる事由により、郡家土地改良区が解散したので、

同条第３項の規定により告示する。 

  平成27年８月18日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

                                                    

鳥取県告示第577号 

漁船損害等補償法施行令（昭和27年政令第68号）第５条第１項の規定に基づき、漁船損害等補償法（昭和27年

法律第28号）第112条第１項の規定による同意を求めることについての届出があったので、同令第５条第３項の規

定により、次のとおり告示する。 

  平成27年８月18日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

届   出   事   項 指定漁船調書の縦覧 

発起人の住所及び氏名 加入区の名称 

漁船損害等補償

法第113条第１項

の申出の相手方

となる漁業協同

組合の名称 

場   所 期   間 

岩美郡岩美町大字大谷2182－５ 

中村 拓朗 

岩美郡岩美町大字網代88 

川口 優 

岩美加入区 

 

 

鳥取県漁業協同

組合 

 

岩美郡岩美町大

字大谷2182－470 

鳥取県漁業協同

組合網代港支所 

平成27年８月18日か

ら同年９月１日まで 

 

東伯郡湯梨浜町泊1570－66 

松田 昌知 

東伯郡湯梨浜町泊1465－３ 

紅盛 久雄 

泊中部加入区 鳥取県漁業協同

組合 

中部漁業協同組

合 

東伯郡湯梨浜町

泊1584 

鳥取県漁業協同

組合泊支所 

                                                    

鳥取県告示第578号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文の規定に基づき、指定居宅サービス事業者を指定したの

で、同法第78条の規定により、次のとおり告示する。 

  平成27年８月18日 
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鳥取県西部総合事務所長 山 根 淳 史 

事業者の名称又は

氏名 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
指定年月日 サービスの種類 

株式会社ツルハグ

ループドラッグ＆

ファーマシー西日

本 

ウェルネス介護セ

ンター米子 

米子市旗ケ崎六丁 

目２－47 

平成27年８月16日 福祉用具貸与、特定

福祉用具販売 

                                                    

鳥取県告示第579号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項本文の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者を指定し

たので、同法第115条の10の規定により、次のとおり告示する。 

  平成27年８月18日 

鳥取県西部総合事務所長 山 根 淳 史 

事業者の名称又は

氏名 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所の

所在地 
指定年月日 サービスの種類 

株式会社ツルハグ

ループドラッグ＆

ファーマシー西日

本 

ウェルネス介護セ

ンター米子 

 

米子市旗ケ崎六丁 

目２－47 

平成27年８月16日 介護予防福祉用具

貸与、特定介護予防

福祉用具販売 

 


